
平成25年11月25日（月）～12月1日（日）は犯罪被害者週間です。

演題

「被害者の声を聴く」
講師

山下 亮輔 氏
　平成17年に兵庫県尼
崎市で起きた「JR福知
山線列車脱線事故」で、
電車の一両目に乗って
いて重傷を負い、一時
は生死の境をさまよった被害者であり、
現在は、伊丹市役所勤務をしているかた
わら、事故についての講演を行って
「伝える」活動をしています。

テーマ

「あなたが公共交通における
事件・事故に巻き込まれたら」
コーディネーター
大𣘺 靖史氏　　（公社）千葉犯罪被害者支援
センター理事／淑徳大学総合福祉学部実践
心理学科教授・臨床心理士）

パネラー
山下 亮輔氏
（公社）被害者支援センターすてっぷぐんま
　犯罪被害相談員　勝山 裕子氏
国土交通省関東運輸局交通環境部
　消費者行政・情報課長　池田 敏之氏
千葉県環境生活部
　生活・交通安全課長　𠮷野 毅氏

「クラッパー」
女性４名による演奏。

（クラリネット・トランペット・
パーカッション・ピアノ）

基調講演 パネルディスカッション ミニコンサート

千葉県民千葉県民のの

つどいつどい
平成25年11月26日（火）平成25年11月26日（火）
13：00～16：0013：00～16：00
於：千葉市民会館於：千葉市民会館

千葉県公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体
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犯罪被害者週間は、毎年11月25日から12月1日までの1週間における集中的な啓発事業等の実施を
通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等に
ついて、国民の理解を深めることを目的として、内閣府において制定され、千葉県では毎年「千葉県民の
つどい」を開催し、県民の皆様のご協力をお願いしているところであります。

ニューズレター20号.indd   1 2014/03/07   10:14:34



「千葉県民千葉県民ののつどいつどい」 アンケート結果
有意義な催しであったとの意見が96％で、山下さんの基調講演、パネルディスカッションともに被

害者支援の理解に役立った、参考になったとの意見を多くの方からいただきました。
また、犯罪被害者支援についてもっと広く広報し、県民の理解と支援を得るべきであるとの意見が非

常に多く、被害者支援及び広報の重要性を更に痛感しました。

2005年4月25日、福知山線の伊丹駅に遅れて着いた電車は、伊丹駅でもオーバーラン
をし、バックして止まった後に、山下さんは1両目に乗り込みます。電車は遅れを取り戻そ
うとスピードをあげ、およそ5分後に脱線事故が起きました。1両目がマンションの地下駐
車場に潜ったこともあって、発見されたのが7時間後、救出されるまでにさらに11時間を
要しました。同時に救出された方の中には、その後亡くなった方、両足を切断せざるを得な
かった方もいらしたということですが、山下さんは難しい判断の結果両足を残すという選択
がされ、ICUで2ヶ月、さらに一般病棟で8カ月過ごしました。リハビリが始まり体調が良
くなるにつれ、今度は事故の時の風景や辛かったことが否応なく思い出されるようになり、
苦しい状況になります。そういう時に担当の看護師さんが来て、何気ない日常の話しを何度
もしていく中で、「この人なら話を受け止めてくれる」と自然に思えたときに、いつの間にか
自分から事故の話をするようになりました。話は何度も中断しましたが、日を変えても一生
懸命聴いてくれ、最後まで話ができた時は「話せてよかった」と思うようになったというこ
とです。同時に家族や主治医、他の看護師の方にも話すようになったことで、いつの間にか
事故の記憶が整理され、精神的に落ち着けるようになったのは、看護師さんのおかげであり、
精神的に乗り越える大きな力になったといいます。命が危ぶまれるほどの大怪我やリハビリ
を乗り越えられたのは、自分の頑張りだけでなく、励ましや支えをくれたたくさんの人たち
からエールをもらって前に進むことができたという感謝の念を、心を込めて話されました。
退院後は大学に復学し、杖をつきながら一人暮らしをします。1年1年身近なことを目標
にして進み、3年ではゼミで社会保障の福祉分野を研究。現在は市役所に勤めながら、ゼミ
仲間と幾つかのイベントも含
め、事故の風化を防ぐ活動を
していますが、それだけでは
なく、人生で自分だけでは乗
り越えられない壁が立ちふさ
がった時に、それを乗り越え
る方法や、前を向いて歩いて
いるというメッセージ、人と
のつながりの大切さなどを自
分の経験から伝えていきたい
という、山下さんの熱い思い
の溢れる講演となりました。

基 調 講 演基 調 講 演
「被害者の声を聴く」「被害者の声を聴く」

山下 亮輔 氏
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今年の「ちば県民のつどい」
においても会場のロビーで、
５命のメッセンジャーとパネ
ルを展示し、来場の皆さんが
熱心にご覧になり、ご理解と
ご支援をいただきました。

つなつ がれ　つながれ　いのちち

パネルディスカッションパネルディスカッション

コーディネーター
当センター理事　　淑徳大学教授　　大橋靖史氏

パネリスト
山下 亮輔 氏 「ＪＲ福知山線列車脱線事故」に巻き込まれ、生死の境をさまよった被害体験を踏

まえてこのパネルディスカッションで語ったはじめの言葉は、「事故が起きた原因
は、乗客側が過度な時間の厳守を要求しすぎたところ、過度のスピードの競争とな
りいち早く着く方を選んでしまうという利用者のニーズの高まりすぎがあると考え
ます。」という自己反省にも似た被害者自身のご苦労を乗り越えてのお言葉に大変
感銘を受けました。

勝山 裕子 氏 「関越自動車道高速バス居眠り運転事故」の被害者に対して関係機関と連携して支
援活動を行った「公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんま」の犯罪被害相
談員で、支援を行った際の被害者のニーズや対応、関係機関との連携の重要性、被
害者の方々の経済的負担、精神面のケアー、自助グループの必要性などを相談員ら
しく暖かく、静かに語っていただきました。

池田 敏之 氏 国土交通省関東運輸局交通環境部消費者行政・情報課長
 国土交通省に平成２４年４月に、公共交通事故被害者支援室が立ち上がり、公共交

通事故に対して国として、「国の役割の明確化・関係機関との連携協力」「公共交通
事業者が行う被害者に対する支援措置の具体策の作成」「国の組織・体制を整備」の
３つの柱の提言について熱く語っていただきました。

吉野 　毅 氏 千葉県環境生活部生活・交通安全課長
 「いつ、誰が被害者になってもおかしくない社会状況の中で、犯罪被害者等を県民

一人ひとりが、社会問題として理解し、日頃から被害者の声に耳を傾け、社会全体
としてしっかり支援してこその安全安心の確保なのではないかと考え、体制の充実
を図っている。」など来場者の方々がそして千葉県民が安心して日々暮らせるため
の千葉県としての取り組みについて、力強いお話をいただきました。

テーマテーマ
「あなたが公共交通における「あなたが公共交通における
事件・事故に巻き込まれたら」事件・事故に巻き込まれたら」
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音楽祭終了後お礼の手紙をお出ししたところ、
柏高等学校の生徒さん（卒業される３年生を除
く134名）からそれぞれの可愛い便せん等によ
りお手紙が届き、音楽祭の時と同様【感動】し
ました。
お一人のお手紙を原文のまま載せさせていた

だきますが、「日本の将来は明るいなあ」とつく
づく感じさせられる134名のうれしいお手紙
でした。
本当にありがとうございました。

《感謝です。》
出演する生徒さん達にと物品の協賛をたくさ

んいただきましたが、千葉県内の当センターを
支援してくださっている次の業者様からも暖か
い協賛品が贈呈されました。

ＥＸサービス株式会社様 （お茶等）

株式会社太陽堂印刷所様（チョコレート）

日時／平成２６年１月４日（土）１８：００～　　場所／東京芸術劇場コンサートホール
公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター主催ご指導の下、当センター共催で、日本財団の振り

込め詐欺救済法に基づく助成事業として「犯罪被害者支援チャリティ音楽祭実行委員会」のもとに開催
され、入場チケットの売り上げを犯罪被害者支援活動に活用させていただくものです。
出演された三校の先生・生徒さん達は出演料無料で全面的に御協力をいただき、来場された皆様にす

ばらしい演奏等で大きな感動を与えていただきました。
また、犯罪被害者支援についての重要性を音楽堂内の皆で共有し、広報啓発に多大なる効果を実感し

ました。

犯罪被害者支援チャリティ音楽祭犯罪被害者支援チャリティ音楽祭
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千葉県柏市立柏高等学校吹奏楽部千葉県柏市立柏高等学校吹奏楽部
東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部
三重県立白子高等学校吹奏楽部三重県立白子高等学校吹奏楽部
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5第20号

《 弁護士による無料法律相談の実施 》《 弁護士による無料法律相談の実施 》
毎月第二火曜日午後２時から午後４時まで千葉県弁

護士会「犯罪被害者に関する委員会」弁護士による法
律相談を行っております。
当該委員会所属の弁護士さんが無報酬にて交代で当

センター来てくださっております。
面接相談は原則予約制ですが、電話相談は逐次行っ

ており、的確・適切に相談に乗っていただいておりま
す。また、被害者等からの相談がない際には当セン
ターの相談員と意見交換をし、法律的にわからないこ
となどをお教えいただくなど勉強会をしております。
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正会員

寄付

ご協力ありがとうございます
賛助会員（法人） 

（平成26年1月末現在・敬称略）
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賛助会員（個人）
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電話相談

面接相談
（要予約）

カウンセリング
（要予約）

付き添い
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《編集後記》
今年の冬は４５年ぶりの大雪が降り、雪に慣れていない千葉
県内は大変でした。雪国のご苦労が忍ばれます。
そんな中で、「ソチオリンピック」の開催が報じられており、
十代の若者やベテランのアスリートの大活躍に日本中が元気と
勇気をもらいました。
音楽祭での高校生の皆さんからも感動をいただきました。
２０２０年には東京オリンピックが開催されます。その経済的
影響は既に感じられることもあるそうです。
そんな右肩上がりの社会情勢において、賛助会員の皆様には
今後とも、変りのないご支援ご協力を切にお願いするところで
ございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （加藤）

　犯罪被害者支援
の財源確保のため
募金箱の設置をし
ていただける施設
や企業のご協力を
お願いしています。
是非ご紹介をお願
いします。

（現在、ゴルフ場様等に189台置いて頂いてます）

　清涼飲料水等の自動販売
機の売り上げの一部（１本に
つき２円程度）を寄付して頂
くものです。
　社会貢献の一環として自
動販売機を設置して頂ける
施設や企業を募集しており
ます。

事務局へご連絡いただければお伺いし、ご説明させて頂きます。ＴＥＬ０４３（225）5451

　当センターは平成23年4月1日に公益社団法人に認可されましたので、会費や寄付金等は所得税法上の特定
公益増進法人に対する寄付の優遇措置（所得税法第78条）及び地方税における寄附優遇措置の対象となります。

「募金箱」の設置

お　願　い

「清涼飲料水等販売機」の設置

賛助会費・寄付のご案内 　ゆうちょ銀行・郵便局に備え付けの払込用紙に住所・氏
名・電話番号、賛助会費または寄付の別を明記し、下記口
座番号までお振り込みください。

公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター
《口座番号》００１３０－５－５９１５８４

　なお、専用の払込用紙を用意してありますので、事務局
までご連絡いただければご送付いたします。

事務局　TEL ０４３（225）5451

賛助会費 ■法人（団体） １口 ２万円
 ■個人 １口 ２千円
　公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターでは犯罪被
害者に対する支援の輪を広げるため、賛助会費・寄付を
募っています。

043－225－5450

相談・支援…

（現在、病院様等に64基のご協力を頂いてます）
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